
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催期間 

【会期前競技】令和３年９月 ４日（土）～  ９月２０日（月） 

【本会期競技】令和３年９月２５日（土）～１０月 ５日（火） 

 

 



 

 

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会 

三重とこわか国体・三重とこわか大会 宿泊・輸送センター 

 は じ め に                                            

2021 年に三重県で第 76 回国民体育大会「三重とこわか国体」が開催されます。 

国体は国内最大のスポーツの祭典で、広く国民の間にスポーツを普及し、健康増進と体力の向上を図り、地方スポーツ

の振興と地方文化の発展に寄与することを目的に毎年都道府県持ち回りで開催されています。 

 愛 称                                               

 

 ス ロ ー ガ ン                                         

 

「とこわか（常若）」とは、「いつも若々しいこと。いつまでも若いさま。」を表現した言葉で、県民や来訪者が活力に満ち、

元気になるようにとの願いを込めています。 

 マスコットキャラクター                                       

「とこまる」の「とこ」は、大会愛称である「とこわか」や「とことこ」と元気に走り回る子どもの

イメージです。 「まる」には国体・大会の成功（○になる）や、選手だけでなく携わって

いただくすべての方の「和」という願いが込められています。 

 

「とこまる」 

 三重とこわか国体 宿泊ガイドについて                             

この宿泊ガイドは「三重とこわか国体」の宿泊申込に関する内容をまとめたものです。 

あらかじめお読みいただき、円滑な業務の推進にご協力をよろしくお願い申し上げます。 

【宿泊】の申込について 

step １ ≫ 「参加区分」と「申込期間」の確認 P1 

step ２ ≫≫ 宿泊申込フロー図の確認 P3～P12 

step ３ ≫≫≫ 宿泊システム（インターネット）からの申込 ※「宿泊申込インターネットマニュアル」を参照【別掲】 

 ※「宿泊申込インターネットマニュアル」は、６月１日（火）からダウンロード可能です。 

 宿泊の申込にあたっては、参加区分ごとに設定された申込期限までに、内容をよく精査の上、お申込みください。 

 

 

 

なお、申込申込で得られた個人情報は、三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会が実施する宿泊の業務のみ

に利用するものです。 

 

宿泊申込ホームページアドレス  https://www.tokowaka-stay.jp/ 



 

 

 

 

１　宿　泊

（１）参加区分　及び　申込期間　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

※宿泊申込カレンダー　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

（２）宿泊申込フロー図

①都道府県体育（スポーツ）協会＜都道府県本部役員＞＜視察員＞　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

②都道府県選手団＜選手・監督＞　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

③中央競技団体＜競技役員（県外）＞・三重県競技団体＜競技会役員・競技役員（県内）＞　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

④各都道府県高等学校野球連盟事務局＜その他大会関係者＞　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

⑤三重県内会場地市町実行委員会＜その他大会関係者＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

⑥日本スポーツ協会事務局・文部科学省事務局＜その他大会関係者＞　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

⑦報道各社＜報道員＞　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

⑧後催６県視察員＜その他大会関係者＞　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

（３）都道府県本部役員及び視察員規定数　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・///13

（４）三重とこわか国体　宿泊取消料率早見表　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

（５）三重とこわか国体　宿泊料金（宿泊取消料）早見表　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

２　宿泊に係る諸規定

（１）三重とこわか国体　宿泊要項　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

（２）三重とこわか国体　報道員及びその他大会関係者宿泊規程　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

（３）三重とこわか国体　宿泊業務実施要領　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

①宿泊連絡票（様式１）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

②宿泊精算確認書（様式２）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

３　各種フォーム類

（１）本申込登録シート　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

（２）宿泊者名簿（選手・監督用）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

（３）食事連絡確認票　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

４　参考資料

（１）持込車両について　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

（２）個人情報の保護について　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

（３）競技別会期＜会場・日程＞　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

（４）会場地マップ　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

目　　　次



- 1 - 

 

 

１　　宿　泊

（１）参加区分　及び　申込期間

都道府県選手団本部役員、視察員、競技会役員、競技役員（県内・県外）

報道員、その他大会関係者

　

Ｔ Ｅ Ｌ ：０５９－２６９－５８２７

Ｆ Ａ Ｘ ：０５９－２６９－５８２８

Ｍ Ａ ＩＬ ： mie_kokutai@bsec.jp

宿舎決定通知内容を画面で確認した時、

又は、宿舎決定通知書がＦＡＸにより宿泊申込代表者に到着した時以降

※営業時間　：　平日９：３０～１７：３０　（土日祝　休業）

　　　　　②　住所　・　連絡先

三重県津市桜橋3-446-34　津庁舎1階

〒514-8567

国体配宿センター

変更・取消　受付開始時期

三重とこわか国体・三重とこわか大会　宿泊・輸送センター

令和３年７月１日（木）～

令和３年８月２日（月）まで

全参加区分

[会期前競技]

水泳、体操、レスリング、柔道

令和３年７月１日（木）～

令和３年８月１３日（金）まで

※2) ［会期前競技］（柔道）については、

　宿舎決定通知日の令和３年８月３０日（月）正午から、変更・取消できます。

※3) ［本会期競技］については、

　宿舎決定通知日の令和３年９月１０日（金）正午から、変更・取消できます。

令和３年７月１日（木）～

令和３年８月３０日（月）まで
上記以外の競技

上記以外の競技

[会期前競技]

柔道

・都道府県選手団（選手・監督）

・競技会役員

・競技役員（県内・県外）

※1) ［会期前競技］（柔道以外）については、

　宿舎決定通知日の令和３年８月１９日（木）正午から、変更・取消できます。

令和３年７月１日（木）～

令和３年８月１３日（金）まで

[会期前競技]

水泳、体操、レスリング、柔道

[会期前競技]

水泳、体操、レスリング

[本会期競技]

ボート、セーリング、自転車、相撲、

カヌー、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン

令和３年７月１日（木）～

令和３年８月１２日（木）まで

事前登録期間

申込期間参加競技

事

前

登

録

本

　

　

申

　

　

込

申

込

（

問

合

せ

）

先

参加区分

参加区分

上記以外の競技

参加区分

宿

泊

変

更

・

取

消

　　　　　①　宿泊申込ＨＰアドレス https://www.tokowaka-stay.jp/

令和３年６月１日（火）～

令和３年６月１５日（火）まで

・都道府県選手団（本部役員）

・視察員

・報道員

・その他大会関係者

　　（日本スポーツ協会事務局）

　　（文部科学省事務局）

　　（都道府県高野連事務局）

　　（会場地市町実行委員会）

　　（後催県視察員）

令和３年７月１日（木）～

令和３年８月２６日（木）まで

令和３年７月１日（木）～

令和３年８月２日（月）まで

※県外：中央競技団体

※県外：中央競技団体
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2021年

1 火 ◆事前登録　開始 1 木 ◆宿泊本申込　開始 1 日 1 水 1 金

2 水 2 金 2 月

◆本申込締切（会期前）

＜対象＞都道府県本部役員、視察員、

　　　　 　 報道員、その他大会関係者

2 木 〇国体参加申込締切（本会期）※③ 2 土

3 木 3 土 3 火 3 金 3 日

4 金 4 日 4 水 4 土 4 月

5 土 5 月 5 木 5 日 5 火 総合閉会式

6 日 6 火 6 金 6 月 6 水

7 月 7 水 7 土 7 火 7 木

8 火 8 木 8 日 山の日 8 水 8 金

9 水 9 金 9 月 振替休日(山の日) 9 木 9 土

10 木 10 土 10 火 10 金
◆宿舎決定通知（本会期）

　　正午
10 日

11 金 11 日 11 水 11 土 11 月

12 土 12 月 12 木
◆本申込締切（※①）

＜対象＞選手・監督、競技役員
12 日 12 火

13 日 13 火 13 金

◆本申込締切（本会期）

＜対象＞都道府県本部役員、視察員、

　　　　 　 報道員、その他大会関係者

13 月
◆本会期宿泊要項適用期間

　宿泊取消料金発生(8日前～)
13 水

14 月 14 水 14 土  14 火 14 木

15 火 ◆宿泊事前登録受付締切 15 木 15 日 15 水 15 金

16 水 16 金 16 月 16 木 16 土

17 木 17 土 17 火 17 金 17 日

18 金 18 日 18 水 18 土 18 月

19 土 19 月 19 木

◆宿舎決定通知

（会期前：水泳、体操、ﾚｽﾘﾝｸﾞ）正午

〇国体参加申込締切　※①

19 日 19 火

20 日 20 火 20 金 20 月 敬老の日 20 水

21 月 21 水 21 土 21 火 21 木

22 火 22 木 海の日 22 日 22 水 22 金

23 水 23 金 スポーツの日 23 月
◆会期前宿泊要項適用期間

　　　宿泊取消料金発生(8日前～)
23 木 秋分の日 23 土

第21回全国障害者スポーツ大会

「三重とこわか大会」

24 木 24 土 24 火 24 金 24 日 　　　　　　  〃

25 金 25 日 25 水 25 土 　　　　総合開会式 25 月  　　　　　　 〃

26 土 26 月 26 木

◆本申込締切（※②）

＜対象＞選手・監督、競技役員

〇国体参加申込締切　※②

26 日 26 火

27 日 27 火 27 金 27 月 27 水

28 月 28 水 28 土 28 火 28 木

29 火 29 木 29 日 29 水 29 金

30 水 30 金 30 月

◆宿舎決定通知（会期前：柔道）正午

◆本申込締切（※③）

＜対象＞選手・監督、競技役員

30 木 30 土

31 土 31 火 31 日

※①　会期前競技及び一部本会期競技の選手・監督、競技会役員、競技役員(県内・県外)：〔水泳、体操、レスリング、ボート、セーリング、自転車、相撲、カヌー、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン〕

※②　会期前競技の選手・監督、競技会役員、競技役員(県内・県外)：〔柔道〕

※③　本会期競技の選手・監督、競技会役員、競技役員(県内・県外)：〔※①及び②以外の競技〕

【事前登録の対象区分】

都道府県選手団（本部役員）、

競技会役員、競技役員（県内・県外）、

視察員、報道員、その他大会関係者

変更・取消受付開始日時

【会期前競技】水泳、体操、レスリング

令和3年8月19日（木）正午～

【会期前競技】柔道

令和3年8月30日（月）正午～

変更・取消受付開始日時

【本会期競技】

令和3年9月10日（金）正午～

　三重とこわか国体　宿泊申込カレンダー　

６月 ７月 ８月 ９月 １０月
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期
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（２）宿泊申込フロー図

①－１　都道府県体育（スポーツ）協会＜都道府県本部役員＞

※＜事前登録期限＞　６月１５日（火）

(ア) ①を使用し、申込団体の事前登録を行ってください。

※事前登録を行わないと③「本申込」を受付できません。

※宿泊申込は、③「本申込」の際に登録いただきます。

(ア) 宿泊申込の重複（大会役員・特別招待者・視察員等）にご注意ください。

(イ) 規定数を超える場合は、「視察員」でお申し込みください。

※宿泊申込者情報の登録には『本申込登録シート』をご利用いただけます。（ｐ30参照）

※申込期限：会期前競技…８月２日（月） ／ 本会期競技…８月１３日（金）

※申込期限以降は、④まで変更・取消の登録は受付できません。

(ア) 宿舎決定内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

※会期前競技（水泳、体操、レスリング)…８月１９日（木）正午以後 ／

　　会期前競技（柔道）…８月３０日（月）正午以後 ／ 本会期競技…９月１０日（金）正午以後

(イ) 宿舎決定内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) 宿舎決定通知書に記載の宿泊施設と、利用室数（部屋タイプ・定員利用等）の確認を行ってください。

　　　あわせて滞在中の食事提供数の確認を行っていただきます。

(ア) 配宿センターで変更・取消を受付後、登録内容の変更作業を行います。

※変更・取消は、宿泊施設では直接の受付をいたしません。

※変更作業中は、⑥までの新たな変更・取消の登録は受付できません。

※宿舎決定通知後の変更は、分宿や希望宿泊地以外の配宿となる場合がございます。

(ア) 変更・取消内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

(イ) 変更・取消内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) やむを得ず変更・取消が繰り返し生じるような場合は、入宿まで⑤⑥の作業を繰り返します。

 宿泊取消の場合は、宿泊予定日の８日前から宿泊取消料が発生いたします。

(ア) 滞在中の連絡調整の際には、「宿泊連絡票（様式１）」をご利用いただけます。（ｐ28参照）

(ア) 宿泊者数、宿泊日数、食事提供数等の変更・取消がある場合は、

　　　取消規定期間にかかわらず、すみやかにお申し出ください。

(ア) 宿泊料金、宿泊取消料の支払いの際には、「宿泊精算確認書（様式２）」を使用して、

　　　宿泊責任者が宿泊施設と精算内容の確認を行います。（p29参照）

(イ) 電話料金、クリーニング代等の追加料金も同時に現金精算してください。
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①－２　都道府県体育（スポーツ）協会＜視察員＞

※＜事前登録期限＞　６月１５日（火）

(ア) ①を使用し、申込団体の事前登録を行ってください。

※事前登録を行わないと③「本申込」を受付できません。

※宿泊申込は、③「本申込」の際に登録いただきます。

(ア) 宿泊申込の重複（大会役員・特別招待者・本部役員等）にご注意ください。

※宿泊申込者情報の登録には『本申込登録シート』をご利用いただけます。（ｐ30参照）

※申込期限：会期前競技…８月２日（月） ／ 本会期競技…８月１３日（金）

※申込期限以降は、④まで変更・取消の登録は受付できません。

(ア) 宿舎決定内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

※会期前競技（水泳、体操、レスリング)…８月１９日（木）正午以後 ／

　　会期前競技（柔道）…８月３０日（月）正午以後 ／ 本会期競技…９月１０日（金）正午以後

(イ) 宿舎決定内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) 宿舎決定通知書に記載の宿泊施設と、利用室数（部屋タイプ・定員利用等）の確認を行ってください。

 あわせて滞在中の食事提供数の確認を行っていただきます。

(ア) 配宿センターで変更・取消を受付後、登録内容の変更作業を行います。

※変更・取消は、宿泊施設では直接の受付をいたしません。

※変更作業中は、⑥までの新たな変更・取消の登録は受付できません。

※宿舎決定通知後の変更は、分宿や希望宿泊地以外の配宿となる場合がございます。

(ア) 変更・取消内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

(イ) 変更・取消内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) やむを得ず変更・取消が繰り返し生じるような場合は、入宿まで⑤⑥の作業を繰り返します。

 宿泊取消の場合は、宿泊予定日の８日前から宿泊取消料が発生いたします。

(ア) 滞在中の連絡調整の際には、「宿泊連絡票（様式１）」をご利用いただけます。（p28参照）

(ア) 宿泊者数、宿泊日数、食事提供数等の変更・取消がある場合は、

　　　取消規定期間にかかわらず、すみやかにお申し出ください。

(ア) 宿泊料金、宿泊取消料の支払いの際には、「宿泊精算確認書（様式２）」を使用して、

 宿泊責任者が宿泊施設と精算内容の確認を行います。（p29参照）

(イ) 電話料金、クリーニング代等の追加料金も同時に現金精算してください。
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②－１　都道府県選手団＜選手・監督＞

(ア) 各都道府県体育(スポーツ)協会の ※申込期限（p1）を厳守願います。

 「④本申込」登録操作前に限り修正できます。 ※申込期限以降は、⑤まで変更・取消の

※インターネットを利用できない場合は、 　 登録は受付できません。

　 ＦＡＸ等にて入力を依頼。

(ア) 宿舎決定内容は、宿舎決定通知画面で

 閲覧できます。

(ア) 宿舎決定内容は、宿舎決定通知画面で 　＜会期前競技＞水泳、体操、レスリング

 閲覧できます。 ８月１９日（木）正午以降

(イ) 宿舎決定の通知方法等につきましては、 　＜会期前競技＞柔道

 事前に各都道府県体育(スポーツ)協会と ８月３０日（月）正午以降

 ご確認ください。 　＜本会期競技＞

９月１０日（金）正午以降

(イ) 宿舎決定内容は、宿泊申込代表者に対して

 直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

※競技団体（選手・監督）から「仮登録」後

　 各都道府県体育(スポーツ)協会へ

　 「仮登録の通知」がメールされます。

※インターネットを利用できない場合は、 (ア) 配宿センターで変更・取消を受付後

　 ＦＡＸ等にて入力を依頼。 　　　登録内容の変更作業を行います。

　 その際は、宿舎決定通知書を訂正し送付。 ※変更・取消は、宿泊施設では直接の受付を

※宿舎決定通知後の変更は、分宿や希望 　 いたしません。

　 宿泊地以外の配宿となる場合がございます。 ※変更作業中は、⑨まで新たな変更・取消の

　 登録は受付できません。

(ア) 変更・取消内容は、宿舎決定通知画面で (ア) 変更・取消内容は、宿舎決定通知画面で

 閲覧できます。  閲覧できます。

(イ) 変更・取消内容の通知方法等につきましては、 (イ) 変更・取消内容は、宿泊申込代表者に対して

 事前に各都道府県体育(スポーツ)協会と  直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

 ご確認ください。

※やむを得ず変更・取消が繰り返し生じるような場合は、９月１５日（水）までは⑦～⑩の作業を繰り返します。

　 宿泊取消の場合は、宿泊予定日の８日前から宿泊取消料が発生いたします。

(ア) (⑩)変更・取消内容は、宿舎決定通知 (イ) ＦＡＸによる宿舎変更決定通知は、

　　　画面でご確認ください。 　　　都道府県体育協会の宿泊申込代表者

　　　にしか送付できませんのでご留意ください。

※やむを得ず変更・取消が繰り返し生じるような場合は、９月１６日（木）以後入宿まで⑦～⑩の作業を繰り返します。

　 宿泊取消の場合は、宿泊予定日の８日前から宿泊取消料が発生いたします。
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②－２　都道府県選手団＜選手・監督＞

※入宿前フロー参照（p5　①－⑥）

(ア) 宿舎決定通知書に記載の宿泊施設と下記事項を、お打合せください。

　　　・宿泊期間及び宿泊人員の確認

　　　　※「宿泊者名簿（選手・監督用）」がご利用いただけます（p31参照）

　　　・競技日程及び競技結果による宿泊の変更の有無（負け帰りの有無、予定）

　　　・利用室数（部屋割り）の確認

　　　・滞在期間中の食事提供数

　　　　※「食事連絡確認票」がご利用いただけます。（p32参照）

　　　・その他事前のお打合せが必要な事項

　　　　※持込車両、駐車場利用、施設との連絡体制、精算方法など

※入宿前フロー参照（p5　⑦－⑩）

(ア) 変更・取消の場合は、宿泊施設では直接受付を致しません。

　　　都道府県体育（スポーツ）協会から配宿センターへ⑧変更・取消確認入力が必要です。

(ア) 滞在中の連絡調整の際には「宿泊連絡票（様式１）」をご利用いただけます。（p28参照）

(ア) 宿泊者数、宿泊日数、食事提供数等の変更・取消がある場合は、

　　　取消規定期間に係らず、すみやかにお申し出ください。

(ア) 宿泊料金、宿泊取消料の支払いの際には、「宿泊精算確認書（様式２）」を使用して

　　　精算内容の確認を行います。（p29参照）

(イ) 電話料金、クリーニング代等の追加料金も同時に現金精算してください。
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③　中央競技団体＜競技役員（県外）＞ ・ 三重県競技団体＜競技会役員・競技役員（県内）＞

※＜事前登録期限＞　６月１５日（火）

(ア) ①を使用し、申込団体の事前登録を行ってください。

※事前登録を行わないと③「本申込」を受付できません。

※宿泊申込は、③「本申込」の際に登録いただきます。

(ア) 競技実施会場地市町と中央競技団体及び三重県競技団体の間で調整した宿泊人数の

 範囲内の申込数を厳守してください。

※宿泊申込者情報の登録には『本申込登録シート』をご利用いただけます。（p30参照）

※申込期限

・８月１２日（木） … 水泳、体操、レスリング、ボート、セーリング、自転車、相撲、カヌー、

　　　　　　　　　　　　　　　 ボウリング、ゴルフ、トライアスロン

・８月２６日（木） … 柔道

・８月３０日（月） … 上記以外の競技

　※申込期限以降は、④まで変更・取消の登録は受付できません。

(ア) 宿舎決定内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

※会期前競技（水泳、体操、レスリング)…８月１９日（木）正午以後 ／

　　会期前競技（柔道）…８月３０日（月）正午以後 ／ 本会期競技…９月１０日（金）正午以後

(イ) 宿舎決定内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) 宿舎決定通知書に記載の宿泊施設と、利用室数（部屋タイプ・定員利用等）の確認を行ってください。

　　　あわせて滞在中の食事提供数の確認を行っていただきます。

(ア) 配宿センターで変更・取消を受付後、登録内容の変更作業を行います。

　※変更・取消は、宿泊施設では直接の受付をいたしません。

　※変更作業中は、⑥までの新たな変更・取消の登録は受付できません。

　※宿舎決定通知後の変更は、分宿や希望宿泊地以外の配宿となる場合がございます。

(ア) 変更・取消内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

(イ) 変更・取消内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) やむを得ず変更・取消が繰り返し生じるような場合は、入宿まで⑤⑥の作業を繰り返します。

　　　宿泊取消の場合は、宿泊予定日の８日前から宿泊取消料が発生いたします。

(ア) 滞在中の連絡調整の際には、「宿泊連絡票（様式１）」をご利用いただけます。（p28参照）

(ア) 宿泊者数、宿泊日数、食事提供数等の変更・取消がある場合は、

　　　取消規定期間にかかわらず、すみやかにお申し出ください。

(ア) 宿泊料金、宿泊取消料の支払いの際には、「宿泊精算確認書（様式２）」を使用して、

　　　精算内容の確認を行います。（p29参照）

(イ) 電話料金、クリーニング代等の追加料金も同時に現金精算してください。

※宿泊責任者が精算を取りまとめて行う場合は、「宿泊精算確認書（様式２）」は、競技団体で１片を作成してください。
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④　各都道府県高等学校野球連盟事務局＜その他大会関係者＞

※＜事前登録期限＞　６月１５日（火）

(ア) ①を使用し、申込団体の事前登録を行ってください。

※事前登録を行わないと③「本申込」を受付できません。

※申込期限…８月１３日（金）

※申込期限以降は、④まで変更・取消の登録は受付できません。

(ア) 宿舎決定内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

※９月１０日（金）正午以降

(イ) 宿舎決定内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) 宿舎決定通知書に記載の宿泊施設と、利用室数（部屋タイプ・定員利用等）の確認を行ってください。

　　　あわせて滞在中の食事提供数の確認を行っていただきます。

(ア) 配宿センターで変更・取消を受付後、登録内容の変更作業を行います。

※変更・取消は、宿泊施設では直接の受付をいたしません。

※変更作業中は、⑥までの新たな変更・取消の登録は受付できません。

※宿舎決定通知後の変更は、分宿や希望宿泊地以外の配宿となる場合がございます。

(ア) 変更・取消内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

(イ) 変更・取消内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) やむを得ず変更・取消が繰り返し生じるような場合は、入宿まで⑤⑥の作業を繰り返します。

　　　宿泊取消の場合は、宿泊予定日の８日前から宿泊取消料が発生いたします。

(ア) 滞在中の連絡調整の際には、「宿泊連絡票（様式１）」をご利用いただけます。（p28参照）

(ア) 宿泊者数、宿泊日数、食事提供数等の変更・取消がある場合は、

　　　取消規定期間にかかわらず、すみやかにお申し出ください。

(ア) 宿泊料金、宿泊取消料の支払いの際には、「宿泊精算確認書（様式２）」を使用して、

　　　精算内容の確認を行います。（p29参照）

(イ) 電話料金、クリーニング代等の追加料金も同時に現金精算してください。
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① ＩＤ・パスワード送付

② 事前登録

③ 本申込

④ 宿舎決定通知

⑤ 変更 ・ 取消

⑥ 変更・取消後の宿舎決定通知

① 入 宿

② 変更・取消の申し出

③ 退宿時に現地現金精算
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⑤　三重県内会場地市町実行委員会＜その他大会関係者＞

※申込期限：会期前競技…８月２日（月） ／ 本会期競技…８月１３日（金）

※申込期限以降は、④まで変更・取消の登録はできません。

(ア) 申込対象者は次のとおりです。

(Ａ) 招待者

(Ｂ) その他（物販販売業者等大会関係者）

(Ｃ) 会場地市町実行委員会

(ア) 宿舎決定内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

※会期前競技（水泳、体操、レスリング)…８月１９日（木）正午以後 ／

　　会期前競技（柔道）…８月３０日（月）正午以後 ／ 本会期競技…９月１０日（金）正午以後

(イ) 宿舎決定内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) 宿舎決定通知書に記載の宿泊施設と、利用室数（部屋タイプ・定員利用等）の確認を行ってください。

　　　あわせて滞在中の食事提供数の確認を行っていただきます。

(ア) 配宿センターで変更・取消を受付後、登録内容の変更作業を行います。

※変更・取消は、宿泊施設では直接の受付をいたしません。

※変更作業中は、⑥までの新たな変更・取消の登録は受付できません。

※宿舎決定通知後の変更は、分宿や希望宿泊地以外の配宿となる場合がございます。

(ア) 変更・取消内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

(イ) 変更・取消内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) やむを得ず変更・取消が繰り返し生じるような場合は、入宿まで⑤⑥の作業を繰り返します。

　　　宿泊取消の場合は、宿泊予定日の８日前から宿泊取消料が発生いたします。

(ア) 滞在中の連絡調整の際には、「宿泊連絡票（様式１）」をご利用いただけます。（p28参照）

(ア) 宿泊者数、宿泊日数、食事提供数等の変更・取消がある場合は、

　　　取消規定期間にかかわらず、すみやかにお申し出ください。

(ア) 宿泊料金、宿泊取消料の支払いの際には、「宿泊精算確認書（様式２）」を使用して、

　　　精算内容の確認を行います。（p29参照）

(イ) 電話料金、クリーニング代等の追加料金も同時に現金精算してください。
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① ＩＤ・パスワード送付

② 事前登録は不要です

③ 本申込

④ 宿舎決定通知

⑤ 変更 ・ 取消

⑥ 変更・取消後の宿舎決定通知

① 入 宿

② 変更・取消の申し出

③ 退宿時に現地現金精算
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⑥　日本スポーツ協会事務局・文部科学省事務局＜その他大会関係者＞

※＜事前登録期限＞　６月１５日（火）

(ア) ①を使用し、申込団体の事前登録を行ってください。

※事前登録を行わないと③「本申込」を受付できません。

※宿泊申込は、③「本申込」の際に登録いただきます。

※申込期限：会期前競技…８月２日（月） ／ 本会期競技…８月１３日（金）

※申込期限以降は、④まで変更・取消の登録は受付できません。

(ア) 宿舎決定内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

※会期前競技（水泳、体操、レスリング)…８月１９日（木）正午以後 ／

　　会期前競技（柔道）…８月３０日（月）正午以後 ／ 本会期競技…９月１０日（金）正午以後

(イ) 宿舎決定内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) 宿舎決定通知書に記載の宿泊施設と、利用室数（部屋タイプ・定員利用等）の確認を行ってください。

　　　あわせて滞在中の食事提供数の確認を行っていただきます。

(ア) 配宿センターで変更・取消を受付後、登録内容の変更作業を行います。

※変更・取消は、宿泊施設では直接の受付をいたしません。

※変更作業中は、⑥までの新たな変更・取消の登録は受付できません。

(ア) 変更・取消内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

(イ) 変更・取消内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) やむを得ず変更・取消が繰り返し生じるような場合は、入宿まで⑤⑥の作業を繰り返します。

　　　宿泊取消の場合は、宿泊予定日の８日前から宿泊取消料が発生いたします。

(ア) 滞在中の連絡調整の際には、「宿泊連絡票（様式１）」をご利用いただけます。（p28参照）

(ア) 宿泊者数、宿泊日数、食事提供数等の変更・取消がある場合は、

　　　取消規定期間にかかわらず、すみやかにお申し出ください。

(ア) 宿泊料金、宿泊取消料の支払いの際には、「宿泊精算確認書（様式２）」を使用して、

　　　精算内容の確認を行います。（p29参照）

(イ) 電話料金、クリーニング代等の追加料金も同時に現金精算してください。
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① ＩＤ・パスワード送付

② 事前登録

③ 本申込

④ 宿舎決定通知

⑤ 変更 ・ 取消

⑥ 変更・取消後の宿舎決定通知

① 入 宿

② 変更・取消の申し出

③ 退宿時に現地現金精算
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⑦　報道各社＜報道員＞

※＜事前登録期限＞　６月１５日（火）

(ア)配宿センターに宿泊申込を希望する報道員の方は、三重県実行委員会より報道各社毎に

ID・パスワードの付与を受けてください。

※事前登録を行わないと③「本申込」を受付できません。

※宿泊申込は、③「本申込」の際に登録いただきます。

※申込期限：会期前競技…８月２日（月） ／ 本会期競技…８月１３日（金）

※申込期限以降は、④まで変更・取消の登録は受付できません。

(ア) 宿舎決定内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

※会期前競技（水泳、体操、レスリング)…８月１９日（木）正午以後 ／

　　会期前競技（柔道）…８月３０日（月）正午以後 ／ 本会期競技…９月１０日（金）正午以後

(イ) 宿舎決定内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) 宿舎決定通知書に記載の宿泊施設と、利用室数（部屋タイプ・定員利用等）の確認を行ってください。

　　　あわせて滞在中の食事提供数の確認を行っていただきます。

(ア) 配宿センターで変更・取消を受付後、登録内容の変更作業を行います。

※変更・取消は、宿泊施設では直接の受付をいたしません。

※変更作業中は、⑥までの新たな変更・取消の登録は受付できません。

※宿舎決定通知後の変更は、分宿や希望宿泊地以外の配宿となる場合がございます。

(ア) 変更・取消内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

(イ) 変更・取消内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) やむを得ず変更・取消が繰り返し生じるような場合は、入宿まで⑤⑥の作業を繰り返します。

　　　宿泊取消の場合は、宿泊予定日の８日前から宿泊取消料が発生いたします。

(ア) 滞在中の連絡調整の際には、「宿泊連絡票（様式１）」をご利用いただけます。（p28参照）

(ア) 宿泊者数、宿泊日数、食事提供数等の変更・取消がある場合は、

　　　取消規定期間にかかわらず、すみやかにお申し出ください。

(ア) 宿泊料金、宿泊取消料の支払いの際には、「宿泊精算確認書（様式２）」を使用して、

　　　精算内容の確認を行います。（p29参照）

(イ) 電話料金、クリーニング代等の追加料金も同時に現金精算してください。
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⑤ 変更 ・ 取消
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③ 退宿時に現地現金精算
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⑧　後催６県視察員＜その他大会関係者＞

※＜事前登録期限＞　６月１５日（火）

(ア) ①を使用し、申込団体の事前登録を行ってください。

※事前登録を行わないと③「本申込」を受付できません。

※宿泊申込は、③「本申込」の際に登録いただきます。

※申込期限：会期前競技…８月２日（月） ／ 本会期競技…８月１３日（金）

※申込期限以降は、④まで変更・取消の登録は受付できません。

(ア) 宿舎決定内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

※会期前競技（水泳、体操、レスリング)…８月１９日（木）正午以後 ／

　　会期前競技（柔道）…８月３０日（月）正午以後 ／ 本会期競技…９月１０日（金）正午以後

(イ) 宿舎決定内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) 宿舎決定通知書に記載の宿泊施設と、利用室数（部屋タイプ・定員利用等）の確認を行ってください。

　　　あわせて滞在中の食事提供数の確認を行っていただきます。

(ア) 配宿センターで変更・取消を受付後、登録内容の変更作業を行います。

※変更・取消は、宿泊施設では直接の受付をいたしません。

※変更作業中は、⑥までの新たな変更・取消の登録は受付できません。

※宿舎決定通知後の変更は、分宿や希望宿泊地以外の配宿となる場合がございます。

(ア) 変更・取消内容は、宿舎決定通知画面で閲覧できます。

(イ) 変更・取消内容は、宿泊申込代表者に対して直接ＦＡＸでも通知できます。（要設定）

(ウ) やむを得ず変更・取消が繰り返し生じるような場合は、入宿まで⑤⑥の作業を繰り返します。

　　　宿泊取消の場合は、宿泊予定日の８日前から宿泊取消料が発生いたします。

(ア) 滞在中の連絡調整の際には、「宿泊連絡票（様式１）」をご利用いただけます。（p28参照）

(ア) 宿泊者数、宿泊日数、食事提供数等の変更・取消がある場合は、

　　　取消規定期間にかかわらず、すみやかにお申し出ください。

(ア) 宿泊料金、宿泊取消料の支払いの際には、「宿泊精算確認書（様式２）」を使用して、

　　　精算内容の確認を行います。（p29参照）

(イ) 電話料金、クリーニング代等の追加料金も同時に現金精算してください。
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③ 本申込
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⑤ 変更 ・ 取消
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① 入 宿

② 変更・取消の申し出

③ 退宿時に現地現金精算
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（３）都道府県選手団本部役員及び視察員規定数

①都道府県選手団本部役員規定数（第76回国民体育大会実施要項総則）

区　　　　　　分 規　定　数 備　考

参加選手500名以上の場合 ２０名以内

参加選手300名以上500名未満の場合 １５名以内

参加選手300名未満の場合 １０名以内

注）上記本部役員総数の範囲内で、スポーツドクターを帯同するものとする。 (総則第12抜粋）

注）上記本部役員総数の範囲内で、アスレティックトレーナーを帯同するものとする。

②視察員規定数（第76回国民体育大会実施要項総則）

後催都道府県名 規　定　数 備　考

栃木県（第77回） ７０名以内

鹿児島（特別） ４０名以内

佐賀県（第78回） ４０名以内

滋賀県（第79回） ３０名以内

青森県（第80回） ３０名以内

上記以外の都道府県 　３名以内

(総則第12抜粋）

左記のほか、5名以内の

 顧問を設けることができる。
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%
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%
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%

50

%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

11 土
100

%

50

%

50

%

50

%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

12 日
100

%

50

%
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%

50

%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

13 月
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%

50

%

50

%

50

%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

14 火
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%

50

%

50

%

50

%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

15 水
100

%

50

%

50

%

50

%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

16 木
100

%

50

%

50

%

50

%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

17 金
100

%

50

%

50

%

50

%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

18 土
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%

50

%

50

%

50

%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

19 日
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%
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%
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%
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%
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%
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%

20

%

20

%
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%
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%
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%
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%
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%

20

%
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%

20

%
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%
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%

21 火
100

%

50

%

50

%

50

%

20

%

20

%

20

%
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%
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%

22 水
100

%

50

%

50

%

50

%

20

%
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%

20

%
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%
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%

23 木
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%
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%
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%
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%

20

%

20

%
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%
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%
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%

24 金
100

%

50

%

50

%

50

%

20

%

20

%

20

%
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%
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%

25 土
100

%

50

%
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%

50

%
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%
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%
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%
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%
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%

26 日
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

27 月
100

%
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%
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%
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%
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%

20

%
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%
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%
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%

28 火
100

%

50

%

50

%

50

%

20

%

20

%

20

%

20

%

29 水
100

%

50

%
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%
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%

20

%

20

%

20

%

30 木
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%

50

%

50

%

50

%

20

%

20

%

1 金
100

%

50

%

50

%

50

%

20

%

2 土
100

%

50

%

50

%

50

%

3 日
100

%

50

%

50

%

4 月
100

%

50

%

5 火
100

%

※宿泊申し込み後、変更・取消の申し出がないまま宿泊をしなかった場合の取消料は、宿泊料金（税抜）の全額となります。

※具体的な金額については、宿泊料金(宿泊取消料)早見表をご確認ください。

※選手・監督の特例については、宿泊要項の「5.宿泊料金等　(９)宿泊取消料　イ」のとおりです。

取
消
の
申
し
出
が
あ

っ
た
日

８

月

0%

９

月

10

月

（４）三重とこわか国体　宿泊取消料率早見表

宿　泊　予　定　日

９月 １０月

本 会 期会 期 前
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（５）三重とこわか国体　宿泊料金（宿泊取消料）早見表 〈施設区分：Ａ～L〉

配宿決定通知書

記載金額（税込）

※入湯税別途

取消料

算定基礎額㋐

（税抜）

㋐×２０％ ㋐×５０％ ㋐×１００％

１泊２食 4,950 4,500 900 2,250 4,500

1泊朝食 3,960 3,600 720 1,800 3,600

1泊夕食 4,455 4,050 810 2,025 4,050

素泊り 3,465 3,150 630 1,575 3,150

１泊２食 5,500 5,000 1,000 2,500 5,000

1泊朝食 4,400 4,000 800 2,000 4,000

1泊夕食 4,950 4,500 900 2,250 4,500

素泊り 3,850 3,500 700 1,750 3,500

１泊２食 6,050 5,500 1,100 2,750 5,500

1泊朝食 4,840 4,400 880 2,200 4,400

1泊夕食 5,445 4,950 990 2,475 4,950

素泊り 4,235 3,850 770 1,925 3,850

１泊２食 6,600 6,000 1,200 3,000 6,000

1泊朝食 5,280 4,800 960 2,400 4,800

1泊夕食 5,940 5,400 1,080 2,700 5,400

素泊り 4,620 4,200 840 2,100 4,200

１泊２食 7,150 6,500 1,300 3,250 6,500

1泊朝食 5,720 5,200 1,040 2,600 5,200

1泊夕食 6,435 5,850 1,170 2,925 5,850

素泊り 5,005 4,550 910 2,275 4,550

１泊２食 7,700 7,000 1,400 3,500 7,000

1泊朝食 6,160 5,600 1,120 2,800 5,600

1泊夕食 6,930 6,300 1,260 3,150 6,300

素泊り 5,390 4,900 980 2,450 4,900

１泊２食 8,250 7,500 1,500 3,750 7,500

1泊朝食 6,600 6,000 1,200 3,000 6,000

1泊夕食 7,425 6,750 1,350 3,375 6,750

素泊り 5,775 5,250 1,050 2,625 5,250

１泊２食 8,800 8,000 1,600 4,000 8,000

1泊朝食 7,040 6,400 1,280 3,200 6,400

1泊夕食 7,920 7,200 1,440 3,600 7,200

素泊り 6,160 5,600 1,120 2,800 5,600

１泊２食 9,350 8,500 1,700 4,250 8,500

1泊朝食 7,480 6,800 1,360 3,400 6,800

1泊夕食 8,415 7,650 1,530 3,825 7,650

素泊り 6,545 5,950 1,190 2,975 5,950

１泊２食 9,900 9,000 1,800 4,500 9,000

1泊朝食 7,920 7,200 1,440 3,600 7,200

1泊夕食 8,910 8,100 1,620 4,050 8,100

素泊り 6,930 6,300 1,260 3,150 6,300

１泊２食 10,450 9,500 1,900 4,750 9,500

1泊朝食 8,360 7,600 1,520 3,800 7,600

1泊夕食 9,405 8,550 1,710 4,275 8,550

素泊り 7,315 6,650 1,330 3,325 6,650

１泊２食 11,000 10,000 2,000 5,000 10,000

1泊朝食 8,800 8,000 1,600 4,000 8,000

1泊夕食 9,900 9,000 1,800 4,500 9,000

素泊り 7,700 7,000 1,400 3,500 7,000

施設区分 宿泊区分

宿泊料金（円） 宿泊取消料（円）

Ｌ

Ａ

Ｊ

Ｋ

Ｈ

Ｉ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ
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配宿決定通知書

記載金額（税込）

※入湯税別途

取消料

算定基礎額㋐

（税抜）

㋐×２０％ 　㋐×５０％ ㋐×１００％

１泊２食 11,550 10,500 2,100 5,250 10,500

1泊朝食 9,240 8,400 1,680 4,200 8,400

1泊夕食 10,395 9,450 1,890 4,725 9,450

素泊り 8,085 7,350 1,470 3,675 7,350

１泊２食 12,100 11,000 2,200 5,500 11,000

1泊朝食 9,680 8,800 1,760 4,400 8,800

1泊夕食 10,890 9,900 1,980 4,950 9,900

素泊り 8,470 7,700 1,540 3,850 7,700

１泊２食 12,650 11,500 2,300 5,750 11,500

1泊朝食 10,120 9,200 1,840 4,600 9,200

1泊夕食 11,385 10,350 2,070 5,175 10,350

素泊り 8,855 8,050 1,610 4,025 8,050

１泊２食 13,200 12,000 2,400 6,000 12,000

1泊朝食 10,560 9,600 1,920 4,800 9,600

1泊夕食 11,880 10,800 2,160 5,400 10,800

素泊り 9,240 8,400 1,680 4,200 8,400

１泊２食 13,750 12,500 2,500 6,250 12,500

1泊朝食 11,000 10,000 2,000 5,000 10,000

1泊夕食 12,375 11,250 2,250 5,625 11,250

素泊り 9,625 8,750 1,750 4,375 8,750

１泊２食 14,300 13,000 2,600 6,500 13,000

1泊朝食 11,440 10,400 2,080 5,200 10,400

1泊夕食 12,870 11,700 2,340 5,850 11,700

素泊り 10,010 9,100 1,820 4,550 9,100

１泊２食 14,850 13,500 2,700 6,750 13,500

1泊朝食 11,880 10,800 2,160 5,400 10,800

1泊夕食 13,365 12,150 2,430 6,075 12,150

素泊り 10,395 9,450 1,890 4,725 9,450

１泊２食 15,400 14,000 2,800 7,000 14,000

1泊朝食 12,320 11,200 2,240 5,600 11,200

1泊夕食 13,860 12,600 2,520 6,300 12,600

素泊り 10,780 9,800 1,960 4,900 9,800

１泊２食 15,950 14,500 2,900 7,250 14,500

1泊朝食 12,760 11,600 2,320 5,800 11,600

1泊夕食 14,355 13,050 2,610 6,525 13,050

素泊り 11,165 10,150 2,030 5,075 10,150

１泊２食 16,500 15,000 3,000 7,500 15,000

1泊朝食 13,200 12,000 2,400 6,000 12,000

1泊夕食 14,850 13,500 2,700 6,750 13,500

素泊り 11,550 10,500 2,100 5,250 10,500

◆上記一覧表で施設の宿泊料金（配宿決定通知書に記載されたもの）に対応した施設区分を参照ください。

　・宿泊区分 ※欠食控除の適用も加味してご確認ください。

　・宿泊取消料 ※宿泊取消料は消費税を課税いたしません。
※連泊の取消の場合は、取消した泊数にかかわらず、一人につき1泊分のみ取消料の対象となります。
※宿泊申込後、変更・取消しの申し出がないまま宿泊をしなかった場合の取消料は、宿泊料金（税抜）の全額となります。

　・入湯税 ※宿泊料金とは別にお支払いください。

　・選手・監督 ※荒天時による競技会期の短縮決定又は競技敗退の理由により宿泊取消を申し出た場合においては特別措置がありますので
　　の特別措置  　ご留意ください。なお、この特例は選手・監督以外には適用しません。

Ｍ

〈施設区分：M～Ｖ〉

施設区分 宿泊区分

宿泊料金（円） 宿泊取消料（円）

Ｕ

Ｎ

Ｏ

Ｖ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ

Ｔ
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三重とこわか国体 宿泊要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、「第 76回国民体育大会宿泊基本計画」に基づき、第 76回国民体育大会「三 

重とこわか国体」における正式競技及び特別競技に参加する選手・監督、都道府県選手団 

本部役員、大会役員、競技会役員、競技役員及び視察員(以下「大会参加者」という。)の 

宿泊等に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 宿舎 

（１）大会参加者の宿泊は、原則として、会場地市町内の旅館等(旅館業法（昭和 23年法律 

第 138号）の許可を受けて営業を行うホテル、旅館及び簡易宿所をいう。以下同じ。) 

を利用する。 

（２）会場地市町内の旅館等で大会参加者の収容が困難な場合は、その地域の実情を踏まえ、 

公共施設、寮、保養所、寺院、民家等及び県内外の近隣市町の旅館等（以下、上記(1)と 

合わせ「宿舎」という。）を利用する。ただし、公共施設、寮、保養所、寺院、民家等の 

利用は、選手・監督に限る。 

（３）風紀上、衛生上及び安全対策上等に支障があると認められる宿舎は利用しない。 

 

３ 配宿 

（１）配宿に係る業務は、三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会（以下「県実行 

委員会」という。）及び正式競技・特別競技の会場地市町実行委員会（以下「市町実行 

委員会」という。）が設置する合同配宿本部が実施する。 

（２）選手・監督及び競技会に関わる役員の配宿は、競技会場及び練習会場までの交通状況 

等を考慮する。 

（３）選手・監督の配宿は、安全かつ十分な休養、休息を確保できる環境づくりを行うため、 

以下のことに配慮する。 

ア 都道府県、競技、競技種別及び男女の別を考慮する。 

イ 原則として、都道府県選手団本部役員、競技会役員及び競技役員、視察員、報道 

員等とは別にする。 

（４）競技会役員及び競技役員の配宿は、できる限り同一、又は近隣の宿舎とする。 

（５）和室の場合は、１人につき 3.3 ㎡（２畳）以上、洋室の場合は、１人につきベッド１ 

台、和洋室の場合は、上記を併せた条件で配宿する。 

 

４ 宿泊申込手続き 

（１）宿泊申込代表者 

   合同配宿本部は、大会参加者の区分ごとに、それぞれ宿泊の申込みに関する責任を負 

う者(以下「宿泊申込代表者」という。)を指定する。宿泊申込代表者は、当該区分に定 

める者の宿泊申込について、最終的な責任を負う。 

・令和２年 ２月 10 日 第４回宿泊専門委員会決定         

・令和２年 ５月 15 日 第５回宿泊専門委員会改正  ・令和２年 ７月 17日 第１回国民体育大会委員会(JSPO)承認 

・令和２年 11 月 26 日 第６回宿泊専門委員会改正   ・令和２年 12 月 10 日 第３回国民体育大会委員会(JSPO)承認 
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（２）宿泊責任者 

   宿泊申込代表者は、宿泊日が同一のグループ又は行動をともにするグループごとに、 

宿舎との間で必要な事務処理にあたる者（以下「宿泊責任者」という。）を指名する。 

（３）宿泊申込人員 

   選手・監督及び都道府県選手団本部役員（以下「選手団」という。）の宿泊申込人員 

については、以下に示す人数を超える宿泊申込は認めない。 

 ア 選手・監督にあっては、種別（種目）別の参加人数 

 イ 都道府県選手団本部役員にあっては、編成人数 

なお、上記の人数については、第 76回国民体育大会実施要項（以下「実施要項」と 

いう。）で定められた人数とする。 

（４）宿泊申込 

ア 大会参加者の宿泊申込は、合同配宿本部が定める宿泊申込書により、宿泊申込代表者 

が、インターネットを利用して合同配宿本部に行うものとする。ただし、インターネッ 

トシステムの異常等により、インターネットによる宿泊申込が困難な場合は、宿泊申込 

書に必要事項を記入のうえ、ファクシミリ又は郵便により行うことを認めるものとし、 

速やかに合同配宿本部へ連絡するものとする。 

   なお、宿泊申込の効力の発生は、インターネットについては受信した時点、ファクシ 

ミリ及び郵便については到達した時点とする。 

イ インターネット等による宿泊申込は、合同配宿本部が定める申込期限までに行うもの 

とする。 

ウ 選手団については、宿泊申込が申込期限までに行われない場合、実施要項の定めによ 

り、大会への参加を認めない。 

（５）宿舎の決定 

宿泊申込のあった大会参加者の宿舎は、合同配宿本部が、決定する。 

（６）宿泊の変更及び取消 

ア 入宿前の変更及び取消については、宿泊申込代表者が、インターネットを利用して速 

やかに合同配宿本部に行うものとする。ただし、インターネットシステムの異常等によ 

り、インターネットによる変更や取消が困難な場合は、ファクシミリ又は郵便により、 

速やかに合同配宿本部に行うことを認めるものとし、この場合も、速やかに合同配宿本 

部へ連絡するものとする。 

   なお、変更及び取消の効力の発生は、インターネットについては受信した時点、ファ 

クシミリ及び郵便については到達した時点とする。 

 イ 入宿後にあっては、宿泊責任者が、直接当該宿舎へ速やかに申し出るものとし、その 

効力の発生は、当該申し出のあった時点とする。宿舎は、変更及び取消を受け付けた場 

合、精算後に合同配宿本部に報告する。 

ウ 合同配宿本部が決定(指定)する宿舎の変更は、原則として認めない。任意に変更した 

ことによって生じたすべての紛議及び損失は、任意に変更した者がその責任を負う。 
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エ 大会参加者の宿舎決定後の宿泊取消については、限られた宿舎を有効活用して配宿を 

行うことから、大会への参加取消等の特別な事情のない限り認めない。 

なお、不適切な対応が発生した場合は、公益財団法人日本スポーツ協会の国民体育大 

会委員会において、報告する。 

 

５ 宿泊料金等 

  大会参加者の宿泊料金等は、次のとおりとする。 

（１）宿泊 

宿泊とは、入宿日の 15時から出発日の 10時までの客室の使用をいうものとし、原則 

として１泊２食とする。 

※食事提供対策等を行い、１泊２食の食事提供ができない宿舎に配宿を行うこともあ 

る。 

（２）宿泊料金等の適用期間 

   宿泊料金等の適用期間は、以下の期間とする。 

令和３年 ８月 31日(火)15時から令和３年 10月 ６日(水)10時まで 

   ただし、選手・監督、競技会役員及び競技役員においては、参加する競技の開始日の 

４日前の 15時から競技終了日翌日の 10時までとする。 

（３）宿泊料金 

宿泊料金は、下記の宿泊料金の範囲内とする。ただし、大会役員等が、定員未満での 

利用などを希望する場合は、この宿泊料金の範囲を超えることがある。 

区分 消費税 
宿泊料金 

備 考 
１泊２食 素泊まり 

大会 

参加者 

税抜 4,500円～15,000円 3,150円～10,500円 
通常のサービ

ス・奉仕料及び

冷暖房料を含

む 

税込

(10％) 
4,950円～16,500円 3,465円～11,550円 

  ※１泊２食の宿泊料金は、500円刻みとする。 

  ※素泊まりとは、食事を伴わない宿泊をいう。 

  ※素泊まりの宿泊料金は、１泊２食料金の 70%相当額とする。 

（４）入湯税 

   入湯税については外税とし、宿泊料金とは別に支払う。 

（５）休憩料金 

入宿日 15時以前及び出発日の 10時以降に客室を利用する場合の休憩料金は、各宿舎 

の規定に基づくものとする。 

（６）入浴料 

宿舎からの要請により、宿泊者が公衆浴場等を利用した時は、当該宿舎が入浴料を負 

担する。 
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（７）欠食控除 

欠食控除の適用は、朝食、夕食ともに前々日の 12時までに申し出た場合に限ること 

とし、以下に示すとおりとする。ただし、当日の競技の進行状況により、やむを得ず夕 

食の欠食を申し出る場合は、宿舎と協議のうえ、決定する。 

ア 夕食を欠食した場合の宿泊料金 

当該施設の宿泊料金(１泊２食料金)から 20%を控除した額とする。 

   イ 朝食を欠食した場合の宿泊料金 

当該施設の宿泊料金(１泊２食料金)から 10%を控除した額とする。 

区分 消費税 
宿泊料金 

夕食を欠食した場合 朝食を欠食した場合 

大会 

参加者 

税抜 3,600円～12,000円 4,050円～13,500円 

税込

(10％) 
3,960円～13,200円 4,455円～14,850円 

（８）宿泊料金等の精算 

宿泊料金等は、原則として宿泊責任者が、各宿舎の指定する方法により、現地にて精 

算する。ただし、選手・監督及び都道府県選手団本部役員にあっては、出発日に一括精 

算することができる。 

（９）宿泊取消料 

ア 大会参加の取りやめ等のやむを得ない理由、並びに荒天・天災等（以下「荒天等」と 

いう。）による競技会（種目・種別）の中止により宿泊取消を申し出た場合の宿泊取消 

料は、次のとおりとする。 

申 出 区 分 宿泊取消料 備 考 

宿泊予定日の９日前まで 不 要 

素泊まり又は欠食で

申し込んだ場合は、

その料金を宿泊料金

とする。 

宿泊予定日の８日前から 

宿泊予定日の４日前まで 
宿泊料金の 20% 

宿泊予定日の３日前から 

宿泊予定日の前日まで 
宿泊料金の 50% 

宿泊予定日当日 宿泊料金の 100％ 

(注)・荒天等による交通機関の不通で、宿舎への到着が困難な日の宿泊取消料は、宿舎 

と協議して決定する。 

   ・取り消した泊数にかかわらず、１人につき１泊分の宿泊取消料のみとする。 

イ 選手・監督が、荒天等による競技会会期の短縮決定又は競技敗退の理由により宿泊取 

消を申し出た場合の宿泊取消料は、前号の定めに関わらず、特例として次のとおりとす 

る。 

  なお、この特例は選手・監督以外には適用しない。 
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申 出 区 分 宿泊取消料 備 考 

競技会会期の短縮決定の当日又は競

技敗退の当日 
宿泊料金の 100% 

素泊まり又は欠食で

申し込んだ場合は、

その料金を宿泊料金

とする。 

競技会会期の短縮決定の翌日以降又

は競技敗退の翌日以降 
不 要 

ウ 宿泊の申込み後、変更・取消の申し出がないまま宿泊をしなかった場合の宿泊取消料 

は、上記ア、イの定めに関わらず、宿泊料金の全額とする。 

 

エ 宿泊取消料は、宿泊責任者又は本人が、当該宿舎へ直接支払うものとする。その精算 

方法は、原則として現金払いとするが、別途、当該宿舎が定める方法も可とする。 

また、宿泊責任者又は本人が宿泊取消料を支払うことができない場合は、宿泊申込代 

表者が最終責任を負う。 

 

６ 食事 

（１）宿舎等で提供する食事については、食材の管理、肉類や魚介類の加熱調理、調理器具 

の消毒を徹底するなど、食品衛生対策を実施し、提供するものとする。また、三重県内 

の特産品を活用したり、三重県内に伝わる郷土料理を取り入れたり、栄養バランスのよ 

い食事内容としたりするなど配慮する。 

（２）昼食弁当については、大会参加者の希望により、県実行委員会又は市町実行委員会が 

別に定める方法により、斡旋するものとする。 

   なお、金額については、次のとおりとする。 

区分 消費税 昼食弁当料金 

昼食弁当（お茶を含む） 税抜 900円以内 

   ※消費税等については、開催時の税率を適用するものとする。 

 

７ 宿泊に係る苦情・紛議の処理 

  宿泊に係る大会参加者からの苦情や紛議が生じた時は、次により解決する。 

（１）宿舎は、速やかに宿泊責任者との間で解決を図る。 

（２）合同配宿本部は、当事者で解決することが困難な場合、調停及びあっせんを行う。 

 

８ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、配宿業務の実施に必要な事項は、別に定めるものとす 

る。 

（２）報道員及びその他関係者の宿泊等に関して必要な事項は、別に定めるものとする。 

（３）会場地市町実行委員会を組織していない市町にあっては、「市町実行委員会」を「会 

場地市町」に読み替える。 
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三重とこわか国体 報道員及びその他大会関係者宿泊規程 
 

１ 趣旨 

この規程は、「三重とこわか国体 宿泊要項」（以下「宿泊要項」という。）に基づき、 

報道員及びその他大会関係者（第 76回国民体育大会実施要項総則 12に定める視察員以外 

の視察員及び実務研修員をいう。）の宿泊等に関して必要な事項を定める。 

 

２ 宿泊料金等 

（１）宿泊 

宿泊とは、入宿日の 15時から出発日の 10時までの客室の使用をいうものとし、原則 

として 1泊朝食付きとするが、宿舎事情により、朝食の提供が困難な場合は素泊まりと 

する。 

 

（２）宿泊料金 

宿泊料金は、次のとおりとする。 

ただし、２人部屋を１人で使用するなど、定員未満での利用を希望する場合は、下記 

金額範囲を超えることがある。 

消費税 
宿泊料金 

備 考 
１泊朝食 素泊まり 

税抜 12,000円以内 10,500円以内 
通常のサービス・奉仕料

及び冷暖房料を含む 
税込

(10％) 
13,200円以内 11,550円以内 

 

（３）入湯税 

入湯税については外税とし、宿泊料金とは別に支払う。 

 

（４）欠食控除 

朝食が必要ない場合は、前々日の 12 時までに宿舎に申し出るものとし、控除額は宿 

泊要項に定める素泊まり料金の額とする。ただし、宿泊料金が通常料金の場合は、各宿 

舎の規定に基づくものとする。 

 

（５）休憩料金 

入宿日の 15時以前及び出発日の 10 時以降に客室を使用する場合の休憩料金は、各 

宿舎の規定に基づくものとする。 

 

（６）宿泊料金等の精算 

宿泊料金等は、宿泊責任者（宿泊申込代表者が宿泊者の中から定めた者。）が、各宿 

舎の指定する方法により、現地で精算する。 

 

（７）宿泊取消料 

ア 宿泊を取り消した場合の宿泊取消料は次のとおりとし、宿泊責任者又は本人が当該宿 

舎に直接支払うものとする。 

 令和３年２月 15日 

第７回宿泊専門委員会決定 
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申 出 区 分 宿泊取消料 備 考 

宿泊予定日の９日前まで 不 要 

素泊まり又は欠食で

申し込んだ場合は、

その料金を宿泊料金

とする。 

宿泊予定日の８日前から 

宿泊予定日の４日前まで 
宿泊料金の 20% 

宿泊予定日の３日前から 

宿泊予定日の前日まで 
宿泊料金の 50% 

宿泊予定日当日 宿泊料金の 100％ 

(注)・荒天等による交通機関の不通で、宿舎への到着が困難な日の宿泊取消料は、宿舎と 

協議して決定する。 

・取り消した泊数にかかわらず、１人につき１泊分の宿泊取消料のみとする。 

イ 宿泊の申込み後、変更・取消の申し出がないまま宿泊をしなかった場合の宿泊取消料 

は、上記アの定めに関わらず、宿泊料金の全額とする。 

ウ 宿泊責任者又は本人が宿泊取消料を支払うことができない場合は、宿泊申込代表者が 

最終責任を負う。 

 

（８）宿泊料金等の適用期間 

宿泊料金等の適用期間は、令和３年８月 31日（火）15時から令和３年 10月６日（木） 

10時までとする。 

 

３ 宿泊申込 

宿泊申込は、別に定める三重とこわか国体宿泊業務実施要領（以下「実施要領」という。） 

により、宿泊申込代表者がインターネットを利用して、合同配宿本部に行うものとする。 

 

４ 宿泊の変更及び取消 

合同配宿本部が指定する宿舎の変更・取消は原則として認めない。 

 

５ 昼食 

昼食弁当については、希望により、三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会又 

は正式競技・特別競技の会場地市町実行委員会が別に定める方法（対象者、申込方法等） 

により、斡旋するものとする。 

  なお、金額については、次のとおりとする。 

区分 消費税 昼食弁当料金 

昼食弁当（お茶を含む） 税抜 900円以内 

   ※消費税等については、開催時の税率を適用するものとする 

 

６ その他 

この規程に定めるもののほか、報道員の宿泊業務の実施に関して必要な事項は、実施要 

領に定める。 
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三重とこわか国体 宿泊業務実施要領 

１ 趣旨 

  この要領は、「三重とこわか国体 宿泊要項」（以下「宿泊要項」という。）及び「三重 

とこわか国体 報道員及びその他大会関係者宿泊規程」（以下「宿泊規程」という。）に基 

づき、宿泊要項及び宿泊規程適用者に係る宿泊業務の実施に関して必要な事項を定める。 

 

２ 宿泊申込手続き 

（１）宿泊申込代表者 

   三重とこわか国体合同配宿本部（以下「合同配宿本部」という。）は、三重とこわか 

国体に参加し、又は派遣される者の宿泊の申込みに関して下記の区分ごとに、それぞれ 

宿泊の申込みに関する責任を負う者（以下「宿泊申込代表者」という。）を指定する。 

宿泊申込代表者は、宿舎の責による場合を除き、当該区分に定める者の宿泊の申込みに 

ついて最終的な責任を負う。 

大会参加者区分 宿泊申込代表者 

都道府県選手団 
選手・監督 

各都道府県体育・スポーツ協会会長 本部役員 

視察員 

競技会役員 
三重県内の各競技団体の長 

競技役員 
県 内 

県 外 全国を統括する各競技団体の長 

報道員 宿泊希望のあった各社の代表者 

その他大会関係者 宿泊希望のあった各団体等の代表者 

 

（２）宿泊責任者 

ア 宿泊申込代表者は、宿泊者の中から、宿泊日が同一のグループ又は行動を共にするグ 

ループごとに宿泊責任者を定める。 

イ 宿泊責任者は、宿泊者を代表し、宿泊者と宿舎との間で必要な事務の処理にあたる。 

 

（３）宿泊申込 

 ア 宿泊申込システム 

三重とこわか国体の宿泊申込は、宿泊申込システム（合同配宿本部が運営し、インタ 

ーネットを介して、宿泊の申込みを受け付け処理するシステムをいう。以下「システム」 

という。）により申し込まなければならない。ただし、システムに異常があり、システ 

ムによる宿泊申込が困難な場合は、宿泊申込書に必要事項を記入のうえ、ファクシミリ 

、郵便又はメールにより行うことを認めるものとし、速やかに合同配宿本部へ連絡する 

ものとする。 

イ 宿泊申込に必要なＩＤ・パスワード等の通知 

合同配宿本部は、システムを利用した宿泊申込に必要なＩＤ・パスワード等を宿泊申 

込代表者に通知する。 

令和３年２月 15日 

第７回宿泊専門委員会決定 
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ウ 申込方法 

宿泊申込代表者はシステムにアクセスし、合同配宿本部から通知されたＩＤ・パス 

ワードを入力してログインし、宿泊申込入力画面に必要事項を入力のうえ、申し込む。 

なお、合同配宿本部は、認証を受けた者が行った宿泊申込について、宿泊申込代表 

者本人により行われたものとして取り扱う。 

 エ 申込先 

   三重とこわか国体・三重とこわか大会配宿センター（以下「国体配宿センター」とい 

う。） 

【国体配宿センター】 

    ※連絡先  〒514-8567 三重県津市桜橋 3-446-34 津庁舎内 

TEL：059-269-5827  ﾌｧｸｼﾐﾘ：059-269-5828 

    ※システムのインターネットアドレス：別に定める 

 オ 申込期限 

 （ア）事前登録  

区分 申込期限 

都道府県選手団本部役員、視察員、競技会役員、 

競技役員（県内、県外）、報道員、その他大会関係者 

令和３年６月 15日 

（火）まで 

  （注）上記区分の者については、事前登録のない場合、宿泊本申込を認められない。 

（イ）宿泊本申込 

区分 競技 申込期限 

都道府県選手団 

（本部役員） 

水泳、体操、レスリング、柔道 
令和３年８月２日 

（月）まで 

上記以外の競技 
令和３年８月 13 日 

（金）まで 

都道府県選手団（選手・

監督）、競技会役員、競

技役員（県内、県外） 

水泳、ボート、体操、セーリング、

自転車、相撲、カヌー、ボウリング、

ゴルフ、トライアスロン、レスリン

グ 

令和３年８月 12 日 

（木）まで 

柔道 
令和３年８月 26 日 

（木）まで 

上記以外の競技 
令和３年８月 30 日 

（月）まで 

視察員、報道員、その他

大会関係者 

水泳、体操、レスリング、柔道 
令和３年８月２日 

（月）まで 

上記以外の競技 
令和３年８月 13 日 

（金）まで 

   （注）宿泊申込期限以降は、宿泊申込を受け付けない。 

（４）宿舎の決定 

ア 合同配宿本部は、宿泊申込を受理した後に宿舎の決定を行う。 

イ 合同配宿本部は、宿舎を決定した場合には、宿泊申込代表者が宿舎決定通知書をシス 
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テムの画面上から確認できるようにするとともに、宿泊申込代表者に対し、ファクシミ 

リ等により宿舎決定通知書を送付する。 

ウ 合同配宿本部は、宿舎を決定した場合には、当該宿泊施設（以下「指定宿舎」という。） 

に対し、配宿決定通知書兼予約回答確認書を送付する。 

エ 宿舎を決定した場合、三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会及び正式競技・ 

特別競技の会場地市町実行委員会は、配宿結果のデータをシステムにより確認すること 

ができる。 

 

（５）宿泊の変更及び取消 

ア 宿舎決定後の宿泊の変更及び取消（以下「宿泊変更等」という。）については、大会 

への参加取消等、特別な事情がない限り認めない。 

  また、都道府県選手団等の宿泊に関し、宿舎決定後の宿泊の取消に係る不適切な対応 

が発生した場合は、「第 68回国民体育大会における宿泊について」（平成 25年 9月 11 

日付け第 25回体協国体発第 85号）の趣旨に基づき、日本スポーツ協会国民体育大会委 

員会に報告する。 

イ 前号に掲げる事情による宿泊変更等の受付開始時期は、宿泊決定通知書が宿泊申込代 

表者に到達した時又は合同配宿本部がシステムにより画面上で確認できるようにした 

とき以降とする。 

ウ 宿泊申込代表者が宿泊変更等を行う場合は、システムを利用し、宿泊変更・取消画面 

に変更内容を入力のうえ、合同配宿本部に申し込む。ただし、システムに異常等があり、 

システムによる変更や取消が困難な場合は、宿泊申込代表者が合同配宿本部に連絡し、 

合同配宿本部が認めた場合のみ、ファクシミリ、郵便又はメールにより、速やかに合同 

配宿本部に行うことを認めるものとし、この場合も、速やかに合同配宿本部へ連絡する 

ものとする。 

エ 合同配宿本部は、受理した宿泊変更等の内容を速やかに指定宿舎に連絡し、調整を行 

う。 

  なお、調整結果については、宿泊申込代表者に再度宿舎決定通知書を送付するととも 

に、宿舎決定通知書をシステムで確認が行えるようにし、その処理経過を記録する。 

オ 選手・監督が荒天等による競技会会期の短縮決定又は競技敗退の理由により宿泊取消 

を申し出た場合の宿泊取消料は、宿泊要項により特例として取り扱う。ただし、宿泊責 

任者が取消を申し出る権利は取消の理由となる事実が決定した後、申し出の効力の発生 

は指定宿舎に申し出があった日時とする。 

  なお、この特例は選手・監督以外には適用しない。 

 

３ 宿泊料金等の精算 

（１）宿泊料金、休憩料金、入湯税及び宿泊取消料（以下「宿泊料金等」という。）の精算 

は、宿泊要項及び宿泊規程の定めるところにより、現地にて精算を行う。その精算方法 

は、原則として現金払いとするが、各指定宿舎の定める方法も可とする。 

なお、これら以外の料金については、指定宿舎が定める方法により宿泊責任者が直接 

指定宿舎に支払う。 
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（２）指定宿舎と宿泊責任者は、宿泊日ごとに宿泊人数、欠食の有無等の宿泊内容について 

宿泊連絡票（様式１）等により互いに確認する。 

 

（３）指定宿舎と宿泊責任者は、互いに確認した宿泊内容に基づき、宿泊精算確認書（様式 

２）により、宿泊責任者の退宿時にその支払額を確定する。 

 

（４）指定宿舎は、宿泊精算確認書（様式２）３枚のうち１枚を退宿時に宿泊責任者に交付 

し、１枚を速やかに合同配宿本部へ送付する。また、残りの１枚は指定宿舎が保管する。 

 

（５）指定宿舎は、宿泊精算確認書（様式２）に基づき、宿泊責任者を債務者として宿泊料 

金等を請求する。 

 

４ 宿泊に係る苦情・紛議の処理 

宿舎において紛議が生じた時は、次により解決する。 

（１）指定宿舎は、速やかに宿泊責任者との間で解決を図る。 

 

（２）当事者の間において解決することが困難な場合は、合同配宿本部が調停及びあっせ 

んを行う。 

 

５ 個人情報の取扱 

  宿泊申込時に記載された個人情報は、適切な管理に努めるとともに、合同配宿本部にお 

いて宿泊業務以外の目的に利用しない。 

また、収集した個人情報は、三重とこわか国体終了後、統計資料作成に利用した後、削 

除する。 

 

６ その他 

  この要領に定めのない事項については、合同配宿本部が別に定める。 
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（様式1）

提出日時 月

お手数ではございますが、毎朝ご出発前にフロントへご提出ください。

1. 宿泊施設名

2.　宿泊団体

3.　前日（  月 の宿泊実績は下記になります。

名 名 名 名 名

4.  宿泊人数の確認

名

5.  食事人数の確認（入宿前の食事連絡からの変更）

有
名 名

月 日 時

有
名 名

月 日 時

6.  その他連絡事項があればご記入ください。

令和３年 月

宿泊責任者 署名 宿泊施設担当者 署名

① 宿泊者用/②宿泊施設用

　※入宿後に食事の変更連絡を行った場合は、申出日時が欠食控除の適用内か宿泊施設とご確認のうえご記入ください。

　※欠食控除の適用は、前々日の正午12時までに申し出た場合に限ります。(三重とこわか国体宿泊要項)

連絡事項

日

翌日の朝食 欠食 欠食申出日時

　※食事人数の有、欠食は、4.宿泊人数の内訳となるようご記入ください。

本日の宿泊計

　※宿泊予定日の8日前の宿泊取消しの申出から、宿泊取消料の対象となります。

本日の夕食 欠食 欠食申出日時

素泊まり 計

　※参加区分、競技種別については、該当する箇所に☑をお願いします。

日　）

宿泊内訳

1泊2食 １泊朝食 1泊夕食

（ ）

三重とこわか国体　宿泊連絡票

日

この用紙は、変更・取消等の確認不足によるトラブルを避けるためのものであり、宿泊日数に応じた枚数をチェックイン時にお渡ししております。

参加区分 都道府県 競技種目 競技種別

※報道員は、会社名を記入 ※選手・監督、競技会役員、

   競技役員のみ記入

※選手・監督のみ記入

少年

成年 男子 女子

男子 女子

選手・監督 競技会役員

競技役員

報道員

その他

都道府県本部役員

視察員

その他大会関係者
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（様式２）

1. 指定宿舎

ー ー ー ー

2.　宿泊団体

（ ）

様

4.　宿泊実績

円 円 円 円 円

月 日 ( )
人 人 人 人 人

月 日 ( ) 人 人 人 人 人

月 日 ( ) 人 人 人 人 人

月 日 ( )
人 人 人 人 人

月 日 ( ) 人 人 人 人 人

月 日 ( )
人 人 人 人 人

月 日 ( )
人 人 人 人 人

月 日 ( ) 人 人 人 人 人

月 日 ( ) 人 人 人 人 人

月 日 ( ) 人 人 人 人 人

月 日 ( ) 人 人 人 人 人

月 日 ( )
人 人 人 人 人

月 日 ( )
人 人 人 人 人

月 日 ( ) 人 人 人 人 人

月 日 ( ) 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円
①

円

%
円 件 円 件 円 件 円 件 円

%
円 件 円 件 円 件 円 件 円

%
円 件 円 件 円 件 円 件 円

※　連泊の取消の場合は、取消した泊数にかかわらず、一人につき初泊の１泊分のみ宿泊取消料の対象となります。 ②
円

※　「配宿決定通知書」（変更通知）の取消料欄の「累計」額を記入してください。 ③
円

円

上記内容に相違ありません。

月 日

注１）宿泊責任者と宿泊施設担当者の署名をもって請求額の確定となりますので必ずご署名ください。

注２）宿泊実績記入欄が不足する場合は別票で記入してください。

宿 泊 施 設 担 当 者

宿泊料金合計

令和３年

入宿前 宿泊取消料合計

3日前～前日

入宿後 宿泊取消料合計

件数宿泊取消料単価

① 宿泊者用

請求合計額

①+②+③

宿 泊 責 任 者

宿泊日（月/日/曜日） 素泊まり（人数） 小計

宿泊取消料単価

宿泊施設名

競技種目

※選手・監督、競技会役員、

   競技役員のみ記入

FAX番号

※報道員は、会社名を記入

参加区分

※選手・監督のみ記入

競技種別都道府県

宿泊取消料単価 宿泊取消料単価件数

三重とこわか国体　宿泊精算確認書

１泊朝食（円） １泊夕食（円）
宿泊料金単価(税込) 10％

1泊2食（人数） １泊朝食（人数） １泊夕食（人数）

1泊2食（円）

※　参加区分、競技種別については、該当する箇所に☑をお願いします。

電話番号

所在地

50

100宿泊予定日当日

20

3.　宿泊責任者氏名

入湯税（円）素泊まり（円）

入湯税小計

宿泊取消料小計

宿泊料金小計

入宿後 金額別宿泊取消料

8日～4日前

件数 件数

延べ宿泊人数

都道府県本部役員

視察員

その他大会関係者

競技会役員

競技役員

報道員

その他

選手・監督

女子

選手・監督選手・監督

女子

男子

男子少年

成年



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 各種フォーム類 
 

（１）本申込登録シート  ·····························  30 

（２）宿泊者名簿（選手・監督用） ················  31 

（３）食事連絡確認票  ······························  32 
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※

　
白

い
部
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み
入

力
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。

※
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数
字
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1
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4
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5
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6
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7
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0
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）
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）

（
火

）
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水
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金

）
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土

）
（
日
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月
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火
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（
水
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日
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月
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火

）

例
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ﾌ
ﾞ

ﾀ
ﾛ

ｳ
体
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・
事
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局

長
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○
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長
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0
9
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-
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-
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0

男
1

1
1

1
1

1
1

1
8

○
○

1
8
:0

0
1
B

o
x
・
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0
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書
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ま
せ
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込
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舎
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込
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両

計
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泊

計
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泊

責
任

者
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○

印
）

氏
名

（
カ

タ
カ

ナ
）

所
属

・
役

職
等

（
そ

の
他

役
職

等
）

電
話

番
号

（
携

帯
電

話
等

）
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※該当の種別を○で囲んでください。

※県単位でお申し込みの場合も種別毎にご記入ください。

※該当の区分、性別を○で囲んでください。 ※宿泊月/日(曜日)をご記入ください。個人毎に上段：宿泊○、下段：食事○を付けてください。

区分 性別

夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 朝 夕

備

考

欄

※本宿泊者名簿は配宿決定がなされた宿泊施設との打合せ時にご利用ください。

※宿舎決定通知をご確認の上、配宿された宿泊施設へＦＡＸ等によりご通知ください。

※11名以上の申し込み、または9泊以上宿泊される場合は、用紙をコピーしてご利用ください。

（　　 ） （　　 ）

宿泊責任者 連　　絡　　先

姓 名

8

監督

・

選手

男性

・

女性

※日毎の食事要数の合計をご記入ください。 食事合計

※日毎の宿泊人数の合計をご記入ください。 宿泊合計

氏　　名

10

監督

・

選手

男性

・

女性

9

監督

・

選手

男性

・

女性

氏　　名

氏　　名

7

監督

・

選手

男性

・

女性

氏　　名

氏　　名

6

監督

・

選手

男性

・

女性

5

監督

・

選手

男性

・

女性

氏　　名

4

監督

・

選手

男性

・

女性

3

監督

・

選手

男性

・

女性

2

監督

・

選手

男性

・

女性

氏　　名

（手書き用）

送付枚数

／

部屋タイプ

男子　／　女子成年　／　少年種別競技名

TEL

都道府県

（　　 ）

入宿までの電話番号 FAX番号 滞在中の連絡先（携帯電話）

監督

・

選手

男性

・

女性

FAX

宿泊施設名

部屋番号

三重とこわか国体　宿泊者名簿（選手・監督用）

宛宿泊施設担当者

1

＊宿泊施設記入欄

／ ／

（　　 ） （　　 ）

№

監督

・

選手

男性

・

女性

フリガナ 宿　泊　日

宿泊数

合計宿泊者氏名
／ ／ ／ ／

（　　 ） （　　 ） （　　 ） （　　 ）

／ ／ ／

氏　　名

食事条件

氏　　名

氏 名
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1 宿泊団体

※ 該当する参加区分にチェックをしてください。

　　なお、該当する参加区分がない場合は、その他にチェックしていただき（　）内にご記入ください。

※ 選手・監督においては該当する競技種別にチェックをしてください。

2 食事予定 ※宿泊施設記入欄

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

3 欠食控除について（三重とこわか国体　宿泊要項より）

　欠食控除の適用は、朝食、夕食ともに前々日の１２時までに申し出た場合に限ることとする。

　ただし、当日の競技の進行状況によりやむを得ず夕食の欠食を申し出る場合は、宿舎と協議のうえ、決定する。

月 日( )

食事 食事数 希望食事時間

月 日( )

月 日( )

月 日( )

月 日( )

月 日( )

月 日( )

月 日( )

月 日( )

三重とこわか国体　食事連絡確認票

注）この確認票は、宿舎決定後に宿泊施設担当者との食事連絡の打合せにご利用ください。

宿泊責任者がご記入いただき、配宿された宿泊施設へＦＡＸ等によりご通知ください。

宿泊日

月 日( )

競技種目 競技種別
※選手・監督のみ記入

夕食

（　　　       　　　）

参加区分 都道府県
※選手・監督、 競技会役員、

   競技役員のみ記入

夕食

朝食

夕食

朝食

夕食

朝食

夕食

朝食

夕食

人分

人分

人分

夕食

朝食

夕食

朝食

人分

人分

人分

人分

人分

人分朝食

夕食

朝食

朝食

人分

人分

人分

人分

人分

人分

人分

人分

人分

欠食控除

（申出日時）

その他
（アレルギー等注意すべき事項）

選手・監督

都道府県本部役員

視察員

競技役員

競技会役員

その他
成年

少年

男子

男子

女子

女子
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